




共通注意事項

□法令関係

（建築物に設ける煙突）
建築基準法施行令 第115条
建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。

一　煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。
二　煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、
　　その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上
　　高くすること。
三　煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
　イ　 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
　　(1)煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを
　　　　煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が
　　　　定めた構造方法を用いるものとすること。（※1）
　　(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離
　　　　して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造
　　　　り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により
　　　　燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限り
　　　　でない。
　ロ　その周囲にある建築物の部分（小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の
　　　上又は周囲にたまるほこりを含む。）を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼
　　　させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四　壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突（屋内にある部分に限る。）
　　には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。 　

五  　壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に
　　　掃除口を設けること。
六  　煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは
　　　腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
七  　ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さが
　　　ボイラーの燃料消費量（国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。）
　　　に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通
　　　大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

２  　前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由に
　　　より防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、
　　　適用しない。 　
　

（※1 関連条文）
平成16年9月29日国土交通省告示第1168号(平成16年10月1日施行)

煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により
燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件
 　
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第115条第一項第三号イ(1)の規定に基づき、
煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない
煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。

建築基準法施行令第115条第一項第三号イ(1)に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこりを
煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等に
ある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。

一　不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。

二　金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分
� �（前号に掲げる基準に適合するものを除く。）
� �にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。

　イ　煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に
� ��取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。

　ロ　断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。
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共通注意事項

□条例関係

火災予防条例（各自治体の火災予防条例を遵守してください。）
　例：東京都火災予防条例第6条（壁付暖炉）
　　東京都火災予防条例第57条（火を使用する設備等の設置の届出等）

□メトス設計要綱（自社推奨条件）

 1.暖炉・ストーブ本体と木造壁面（可燃物）との最低距離、壁面の仕上制限は、プラン集の表示内
　  容に準ずる。

 2.暖炉・ストーブのステージ（不燃材）の最低寸法・壁面離隔距離はプラン集の表示内容に準ずる。
 3.排気煙突の1ルートに対して、2つ以上の炉を兼ねてはならない。
 4.煙突を横引（水平設置）する場合、横引距離1m以内とし、横引き箇所は1箇所とする。
 5.横引（水平）煙突が木造壁（可燃壁）を貫通する場合めがね石を使用し、貫通箇所を

　  断熱・不燃化する。
 6.屋根裏等隠蔽部に煙突を設置する場合、囲い内部を不燃板で覆い、且つ煙突内径表面から

　  150mm以上の離隔距離をとること。
 7.煙突囲い内部等隠蔽部には断熱直筒を使用すること。また囲い内部を容易に点検することが

　  できる450角以上の点検口を設置すること。
 8.煙突トップは煙突からの水平距離3m以内に障害物がある場合、その障害物の上端から600mm

　  以上の高さを確保しなくてはならない。（建築物の関係で、この条件に満たされない
　  場合があるが、適宜検討する。）

 9.壁付け暖炉の煙道は鉛直に対し30°以上傾斜させないこと。（建築物の関係で、この条件に
　  満たされない場合があるが、適宜検討する。）
10.室内煙突を横引きする場合、天井面より45cm以上離隔距離を設ける。

□暖炉・ストーブご使用上の注意

 1.暖炉・ストーブは、薪（広葉樹）を燃料とし炉にあった量をお使い下さい。
　（薪を大量に燃焼させると、高温になり危険を伴います。）
 2.暖炉・ストーブを「焼却炉」としての使用は、有毒ガスの発生、炉内部の急激な温度上昇

　  などにより、本体や煙突の耐久性を弱める原因になりますのでおやめ下さい。
 3.暖炉・ストーブは使用していると煙突の内部にススが溜まり、付着したススが発火し

　  煙道火災の原因になり大変危険です。使用頻度に応じて、点検・清掃をして下さい。
　  （シーズン毎に最低1回以上）

 4.本体・煙突・本体廻りの改造は暖炉本来の機能を損なうため、引き渡し後の改造などは
　  おやめ下さい。
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